
第

二

千

八

百

三

十

五

号

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
試
算
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

秘

書

課)

一
九
〇
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

一
九
〇

○
岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

森
林
整
備
課)

一
九
一

○
岐
阜
県
地
域
森
林
管
理
士
認
定
審
査
会
規
則

(

同

)

一
九
一

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
人
事
委
員
会)

一
九
二

告

示

○
ふ
化
業
者
の
登
録

(

畜

産

課)

一
九
二

○
県
道
の
路
線
認
定

(

道
路
維
持
課)
一
九
二

○
道
路
の
区
域
決
定

(

同

)
一
九
三

○
道
路
の
区
域
変
更

(

同

)

一
九
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
九
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

一
九
四

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

一
九
五

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

一
九
五

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

一
九
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
指
定

(

建
築
指
導
課)

一
九
六

議

会

告

示

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程

(

議
会
総
務
課)

一
九
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
九
六

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

一
九
七

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
等
の
公
表

(

同

)

一
九
八

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

二
〇
〇

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

二
〇
〇

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

二
〇
一

○
基
本
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

二
〇
一

○
公
共
測
量
の
終
了

(

同

)

二
〇
一

○
指
定
技
能
教
育
施
設
の
廃
止

(

学
校
支
援
課)

二
〇
二

住
宅
供
給
公
社
公
告

○
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理

(

住

宅

課)

二
〇
二
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日



規

則

��������������
����������
���������������������������

�������������
���������������
���������������

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
六
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年

岐
阜
県
規
則
第
百
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
三
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第

九
十
四
号
の
五)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
五
号
様
式
中

｢
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｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
記
様
式
五
号
様
式
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
士
認
定
審
査
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

森
林
整
備
課｣

を｢

恵
み
の
森
づ
く
り
推
進
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
域
森
林
監
理
士
認
定
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
地
域
森
林
監
理
士
認
定
審
査
会
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
地
域
森
林
監
理
士
認
定
審
査
会(

以
下｢

審
査
会｣

と
い
う
。)

の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

所
掌
事
務)

第
二
条

審
査
会
は
、
岐
阜
県
地
域
森
林
監
理
士
の
認
定
に
関
す
る
事
項
を
審
査
す
る
。

(

組
織)

第
三
条

審
査
会
は
、
委
員
六
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命

す
る
。

(

委
員
の
任
期)

第
四
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

会
長)

第
五
条

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員

が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

(

会
議)

第
六
条

審
査
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

審
査
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
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二
十
八
ノ

一 登
録
番
号

平
成
二
十
九
年

三
月
十
二
日

登
録
年
月
日

中
村
リ
ン
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

昌

之岐
阜
市
長
良
宮
口
町
二
丁
目

一
〇
番
地

名
称
及
び
住
所

中
村
リ
ン
ク
株
式
会
社

各
務
原
市
蘇
原
東
門
町
一
丁
目

一
三 ふ

化
場
の
名
称
及
び
所
在
地

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
て
意
見
を
述
べ

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

庶
務)

第
七
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
林
政
部
林
政
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

委
任)

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

任
用
候
補
者
名
簿
が
な
く
、
か
つ
、
人
事
委
員
会
が
人
事
行
政
の
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
を
置
く
他
の
地
方
公
共
団
体
の
地
方
公
務
員
の
職
又
は
国
家
公

務
員
の
職
に
現
に
正
式
に
任
用
さ
れ
て
い
る
者
又
は
か
つ
て
正
式
に
任
用
さ
れ
て
い
た
者
を
も
つ

て
補
充
し
よ
う
と
す
る
職
で
、
そ
の
者
が
任
用
さ
れ
て
い
た
職
と
同
等
以
下
と
人
事
委
員
会
が
認

め
る
も
の

第
七
条
第
九
号
中｢

定
め
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
一
号

養
鶏
振
興
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
岐

阜
県
ふ
化
業
者
登
録
簿
に
登
録
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
道
の
路
線
を
次
の

よ
う
に
認
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 ３７１ 整

理
番
号

美
濃
加
茂

川

辺
線

路
線
名

美
濃
加
茂

川

辺
線

路
線
名

美
濃
加
茂
市
御
門
町
字
赤
池
上
三

四
二
番
一
地
先
か
ら

加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
五
反
田
六

〇
二
番
三
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
川
辺
町

美
濃
加
茂
市

終

点

起

点

重
要
な

経
過
地

��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

終

点

起

点

備

考

�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)
備

考

重
要
な

経
過
地

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

二
百
五
十

六
号

路
線
名

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
大

坪
二
五
五
一
番
一
五
地
先
か

ら加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
広
橋

四
九
九
番
三
地
先
ま
で

区

間

中
津
川
市
上
野
字
上
中
尾
九

五
九
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
下
中
尾
八

七
四
番
五
地
先
ま
で

区

間

前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別 後

Ｂ Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･���･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･����･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
、
Ｂ

及
び
Ｃ

は
関
係

図
面
に

表
示
す

る
敷
地

備

考

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
決
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

美
濃
加
茂

川

辺
線

路
線
名

四
百
十
八

号

美
濃
加
茂
市
御
門
町
字
赤
池
上
三

四
二
番
一
地
先
か
ら

加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
五
反
田
六

〇
二
番
三
地
先
ま
で

区

間

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
大

坪
二
五
五
一
番
一
五
地
先
か

ら同

市
同

町
字
重

峰
三
一
九
七
番
一
地
先
ま
で

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
大

坪
二
五
五
二
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

三
五
五
七
番
一
地
先
ま
で

美
濃
加
茂
市
山
之
上
町
字
大

坪
三
五
五
七
番
三
地
先
か
ら

加
茂
郡
川
辺
町
石
神
字
広
橋

四
九
九
番
三
地
先
ま
で

Ａ
後
ＢＣ�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･���･�〜��･���･�〜���･�平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

�、���･����･��、���･�平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) の

区
分

を
い
う
。

Ａ
は
県

道
美
濃

加
茂
川

辺
線
と

一
部
重

用Ｂ
は
県

道
山
之

上
古
井

線
と
重

用Ｃ
は
一

般
国
道

四
十
一

号
と
重

用

区

域

の

名

称

県
道

道
路
の
種
類

可

児

金

山
線

路
線
名

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下
モ
切

平
二
六
五
七
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
古
ナ
ギ

二
七
七
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示

���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

平
成
��･�･��平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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上
岡
本
３

上
岡
本
２

塩
谷
洞
２

区

域

の

名

称

上
岡
本
３

上
岡
本
２

塩
谷
洞
２

高
山
市
山
田
町
そ
よ
ぎ
洞

高
山
市
上
岡
本
町
６
丁
目

高
山
市
山
田
町
塩
谷
洞

区

域

の

所

在

地

高
山
市
山
田
町
そ
よ
ぎ
洞

高
山
市
上
岡
本
町
６
丁
目

高
山
市
山
田
町
塩
谷
洞

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
岡
本
２

塩
谷
洞
２

区

域

の

名

称

上
岡
本
２

塩
谷
洞
２

区

域

の

名

称

高
山
市
上
岡
本
町
６
丁
目

高
山
市
山
田
町
塩
谷
洞

区

域

の

所

在

地

高
山
市
上
岡
本
町
６
丁
目

高
山
市
山
田
町
塩
谷
洞

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

(
｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
二
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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高
山
市
花
里
町
五
丁
目
二
三
番
一
地
先

か
ら
同
市
昭
和
町
一
丁
目
二
二
番
四
〇

地
先
ま
で

位

置

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

��･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

飛
建
築
第
一

六
四
号

指
定
番
号

平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

上
場
株
式
等
の
利
子
・
配
当
所
得

上
場
株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

一
般
株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
道
路

を
、
岐
阜
県
飛�
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二

十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
岐
阜
県
飛�
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

議

会

告

示

岐
阜
県
議
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程(

平
成
七
年
岐
阜
県
議
会
告
示
第
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
議
会
議
長

矢

島

成

剛

｢

別
記
様
式
第
三
中

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
29年
３
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,696,513人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,931人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を
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可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

95,293

121,186

49,346

42,252

43,338

55,921

31,999

18,080

66,644

74,030

94,455

76,262

148,012

340,173

総
数
(人
)

31,765

40,396

16,449

14,084

14,446

18,641

10,667

6,027

22,215

24,677

31,485

25,421

49,338

113,391

３
分
の
１
の
数
(人
)

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

42,977

57,942

20,121

29,057

25,169

38,664

30,254

28,790

36,516

43,167

21,496

41,888

23,481

14,326

19,314

6,707

9,686

8,390

12,888

10,085

9,597

12,172

14,389

7,166

13,963

7,827
超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

312,065人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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自
由
民
主
党
不
破
郡
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
支
部

自
由
民
主
党
朝
日
支
部

政
治
団
体
の
名
称

は
ん
ざ
わ
多
美
を
育
て
る
会

野
口
光
好
後
援
会

田
口
と
も
子
後
援
会

�
橋
勇
樹
後
援
会

市
民
派
市
長
を
つ
く
る
会

さ
と
う
み
つ
ひ
ろ
後
援
会

岡
本
ひ
ろ
つ
ぐ
後
援
会

大
垣
の
未
来
を
つ
く
る
会

政
治
団
体
の
名
称藤

墳
守

澤
田
栄
一

木
本
新
一

代
表
者
の
氏
名

�
木
博
史

馬
場
園
信
一

田
口
智
子

伊
福
和
行

三
上
美
喜
子

佐
藤
光
宏

岩
田
龍
典

岡
田
正
昭

代
表

者

の
氏

名

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

名
称 異

動
事
項

�
木
博
史

越
智

操

田
口
信
吾

藤
居
匡
亮

中
村
暁
子

佐
藤
惠
美
子

岡
本
喜
久
美

岡
田
正
昭

会
計
責
任
者

の
氏

名

藤
原

勉

角
田

寛

澤
田
栄
一

高
山
市
朝
日
町
青
屋
2593

岩
田
耕
治
郎

自
由
民
主
党
朝
日
支
部

新

大
垣
市
藤
江
町
７
―
40

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
３
―
59

美
濃
加
茂
市
山
手
町
３
―
48

本
巣
市
上
保
358

各
務
原
市
蘇
原
新
栄
町
２
―
25

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
75―
１

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
119―

７

大
垣
市
旭
町
１
―
５

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

渡
辺
信
行

広
瀬
文
典

�
井
宏
康

高
山
市
朝
日
町
甲
1467

新
井
信
秀

自
由
民
主
党
朝
日
村
支
部

旧

平
成
29年

３
月
１
日

平
成
29年

２
月
13日

平
成
29年

１
月
17日

平
成
29年

２
月
10日

平
成
29年

３
月
７
日

平
成
29年

２
月
21日

平
成
29年

２
月
６
日

平
成
29年

２
月
６
日

届
出

年
月
日

平
成
28年

12月
１
日

平
成
28年

５
月
25日

平
成
29年

１
月
11日

異
動

年
月
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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野
田
聖
子
後
援
会
連
合
会
バ
ラ
会
支

部 野
田
聖
子
後
援
会
連
合
会
長
森
西
支

部 野
田
聖
子
後
援
会
連
合
会
金
華
支
部

野
田
聖
子
後
援
会
連
合
会
木
之
本
支

部 日
本
共
産
党
の
あ
み
義
一
後
援
会

成
原
茂
後
援
会

長
屋
こ
う
せ
い
後
援
会
連
合
会

富
田
和
弘
友
の
会

電
機
連
合
岐
阜
地
協
政
治
活
動
委
員

会 全
国
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
政
治
連
盟
岐
阜
県
支

部 成
友
会

幸
福
実
現
党
多
治
見
後
援
会

岐
阜
県
防
衛
後
援
会

岐
阜
県
ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
政
治
連

盟 岐
阜
県
土
地
改
良
政
治
連
盟

奥
村
公
子

國
松

哲

田
中
正
治

伊
藤
篤
子

中
村
多
津
子

大
田

貢

村
瀬
勝
吾

清
水
善
澄

西
尾
晃
司

澤
田
栄
一

西
脇
正
己

佐
藤
保
夫

赤
谷
信
之

関
谷
裕
久

藤
原

勉

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

渡
辺
順
子

岐
阜
市
花
沢
町
５
―
１

國
松

哲

岐
阜
市
矢
島
町
１
―
62

田
中
正
治

岐
阜
市
寺
島
町
１
―
２

伊
藤
篤
子

中
村
多
津
子

成
原

豊

大
田

貢

長
屋
こ
う
せ
い
後
援
会
連
合
会

清
水
善
澄

山
下
真
也

野
寺
正
明

西
脇
摩
衣
子

西
脇
正
己

関
雅
史

岐
阜
市
本
荘
中
ノ
町
３
―
25―
30

1 各
務
原
市
鵜
沼
東
町
７
―
66―
１

安
河
内
登
喜
雄

岐
阜
市
岩
地
３
―
８
―
17

小
林
美
智
子

岐
阜
市
北
一
色
10―
25―
11

赤
松
弘
幸

岐
阜
市
湊
町
26

杉
山
周
三

岐
阜
市
木
之
本
町
３
―
２
―
３

高
橋
秀
明

北
村
修
保

荒
井
順
一

森
崎
敏
克

長
屋
こ
う
せ
い
を
育
て
る
会

山
口
敬
次

粥
川
正
司

丹
羽
成
一

山
村

隆

森
美
郎

濱
石

昭

岐
阜
市
弥
生
町
８

岐
阜
市
美
島
町
４
―
９
―
３

鹿
野
晃
弘

揖
斐
郡
池
田
町
上
田
64

平
成
29年

３
月
１
日

平
成
29年

３
月
１
日

平
成
29年

３
月
１
日

平
成
29年

３
月
１
日

平
成
29年

１
月
31日

平
成
29年

２
月
13日

平
成
29年

２
月
22日

平
成
29年

１
月
31日

平
成
28年

９
月
４
日

平
成
28年

５
月
25日

平
成
28年

12月
20日

平
成
28年

12月
18日

平
成
29年

２
月
18日

平
成
29年

３
月
13日

平
成
29年

３
月
１
日
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松
岡
正
彦
友
の
会

広
瀬
す
て
お
後
援
会

林
幹
夫
後
援
会

畑
村
眞
吾
後
援
会

大
橋
か
つ
よ
し
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

美
濃
加
茂
市
古
田
は
じ
め
後
援
会

古
田
豊
後
援
会

伏
屋
た
か
お
を
育
て
る
会

鈴
木

登

古
田
雅
彦

松
原
浩
司

河
村
義
明

広
瀬
捨
男

折
戸
孝
行

畑
村
眞
吾

大
橋
勝
好

代
表

者

の
氏

名

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

西
脇
常
雄

広
瀬
捨
男

林
早
登

熊
谷
美
毅

大
橋
勝
好

会
計
責
任
者

の
氏

名

揖
斐
郡
池
田
町
田
畑
699―

３

瑞
穂
市
別
府
508

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
北
方
432―

５

恵
那
市
上
矢
作
町
2928―

２

羽
島
市
小
熊
町
西
小
熊
1557―

１

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

鈴
木

登

古
田
大
地

松
原
浩
司

広
瀬
捨
男

大
橋
勝
好

資
金
管
理
団
体
の

届
出
を
し
た
者
の

氏
名 平
成
28年

３
月
31日

平
成
28年

12月
31日

平
成
29年

３
月
３
日

平
成
29年

２
月
28日

平
成
28年

12月
31日

解
散

年
月
日

川
合
良
樹

小
瀬
木
松
雄

寺
田
郁
爾

広
瀬
す
て
お
後
援
会

大
橋
か
つ
よ
し
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
名
称

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

平
成
29年

１
月
１
日

平
成
29年

１
月
１
日

平
成
29年

３
月
１
日

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

平
成
28年

12月
31日

平
成
28年

12月
31日

資
金
管
理
団
体

で
な
く
な
っ
た

年
月
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
四
項
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
二

項
に
よ
る
届
出
と
み
な
し
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
九
年
四
月
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ミ
ダ
ヤ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

本
巣
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ
ザ

本
巣
市
曽
井
中
島
宮
前
一
〇
一
八

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

(

変
更
前)

駐
車
場
①

外
一
か
所

二
五
一
台

(

変
更
後)

駐
車
場
①

七
四
台

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

六
か
所

(

変
更
後)

三
か
所

○
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
加
茂
市
、
下
呂
市
及
び
加
茂
郡
坂
祝
町

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
水
準
測
量)

三

作
業
期
間
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平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

羽
島
市
、
海
津
市
及
び
養
老
郡
養
老
町

○
指
定
技
能
教
育
施
設
の
廃
止

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
技
能
教
育
の
た
め
の
施

設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十

号)

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

名
称

所
在
地

ア
ン
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
カ
レ
ッ
ジ

多
治
見
市
上
野
町
一
丁
目
九
六
番
地

住
宅
供
給
公
社
公
告

岐
阜
県
住
宅
供
給
公
社
公
告
第
一
号

本
公
社
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
行
う
の
で
、
公
営
住
宅
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
住
宅
供
給
公
社

理
事
長

松

井

博

一

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
行
う
者
の
名
称

岐
阜
県
住
宅
供
給
公
社

二

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
管
理
を
行
う
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
名
称

岐
阜
市
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
年
岐
阜
市
規
則
第
三
十
三
号)

別
表
第
一
一
一�
の

市
営
住
宅
名
の
欄
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設

三

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
行
う
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
の
内
容

岐
阜
市
営
住
宅
管
理
条
例(

平
成
三
年
岐
阜
市
条
例
第
二
十
四
号)

第
四
十
七
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
。

四

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
行
う
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

岐
阜
県
住
宅
供
給
公
社
公
告
第
二
号

本
公
社
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
行
う
の
で
、
公
営
住
宅
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
住
宅
供
給
公
社

理
事
長

松

井

博

一

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
行
う
者
の
名
称

岐
阜
県
住
宅
供
給
公
社

二

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
管
理
を
行
う
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
名
称

大
垣
市
営
住
宅
条
例(

平
成
九
年
大
垣
市
条
例
第
二
十
二
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

別
表

市
営
住
宅
名
の
欄
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
及
び
そ
の
共
同
施
設

三

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
行
う
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
の
内
容

条
例
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
管
理

四

事
業
主
体
に
代
わ
っ
て
公
営
住
宅
又
は
共
同
施
設
の
管
理
を
行
う
期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


